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水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、

水道水の水質管理において中核をなすものです。 

水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定

めたものです。 
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１ 基本方針 

 

相馬地方広域水道企業団では、真野ダムからの取水による大野台浄水場を主体に相

馬地区では西山・粟津配水系、鹿島地区では横手配水系があります。大野台浄水場

（真野ダム）の水は表流水で、西山・粟津配水系、横手配水系は地下水（浅井戸）を

使用しています。大野台浄水場では急速ろ過方式による浄水処理を行っています。そ

の他については地下水の水質が良好であるため、塩素滅菌のみの浄水処理により給水

しています。 

また、平成１６年度に改正されました水道法が下記のとおり順次改正による対応が

なされています。 

また、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質の監視

が必要となりました。 

このことを踏まえて平成２９年度においては、過去の検査結果を基に、検査の方法

及び回数についても検討を行い、水道法を遵守し水質基準に適合した安全な水を供給

するために、水質検査計画を策定し計画的に水質検査を実施します。 

[水質基準の変遷] 

平成２０年度 塩素酸の追加 

平成２１年度 １，１－ジクロロエチレンの削除（水質管理目標設定項目に変更） 

シス－１，２－ジクロロエチレンから、シス－１，２－ジクロロエ

チレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレンへの変更 

有機物の基準強化（５ｍｇ／L 以下⇒３ｍｇ／L 以下） 

平成２２年度 カドミウム及びその化合物の基準強化 

       （０．０１ｍｇ／L 以下⇒０．００３ｍｇ／L 以下） 

平成２３年度 トリクロロエチレンの基準強化 

       （０．０３ｍｇ／L 以下⇒０．０１ｍｇ／L 以下） 

 平成２６年度 亜硝酸態窒素の追加 

（０． ０４ｍｇ／L 以下） 

平成２７年度 ジクロロ酢酸の基準強化 

（０． ０４ｍｇ／L 以下⇒０．０３ｍｇ／L 以下） 

トリクロロ酢酸の基準強化 

（０．２ｍｇ／L 以下⇒０．０３ｍｇ／L 以下） 

 

 

 

 

 

 

 



（1） 検査地点 

・各水源地（原水）、配水池及び各配水系統の給水末端部（浄水）での検

査を行います。 

（2） 検査項目 

・水質基準項目（浄水については５１項目、原水については３９項目）、

毎日検査としては色、濁り及び残留塩素を行います。また、水質管理目

標設定項目及び当企業団が独自に行う検査項目とします。 

（3） 検査頻度 

・水道法で定められている頻度（浄水の全項目検査については年４回ただ

し、過去３年間の結果により検査回数を減らした項目があります。）で行

い、安全性の確認等に必要な項目については十分な頻度で行います。 

        また、検査計画において測定結果を公表します。 



２－１ 事業の概要 

 

（１）事業体名   相馬地方広域水道企業団 

（２）構成市町   相馬市、新地町、南相馬市（鹿島区） 

（３）水  源   真野ダム（表流水） 

相馬第１水源地（地下水（浅井戸）） 

相馬第５水源地（地下水（浅井戸）） 

鹿島第２水源地（地下水（浅井戸）） 

 

２－２ 施設の概要 

 

大野台浄水場は真野ダムからの水を使用し平成８年から給水を開始しています。その給

水区域は他の系統より広く、大野台配水池からの直接給水の他に、小野配水池、柚木配

水池、山下配水池、鴻ノ巣配水池等を介して各家庭に給水しています。また、柚木配水

池、山下配水池、鴻ノ巣配水池では塩素注入による二次滅菌を行っています。西山配水

池系及び粟津配水池系は、相馬第１水源地及び相馬第５水源地を主な水源とし相馬第１

水源地内施設及び粟津配水池において塩素滅菌を行い、給水しています。横手配水池系

は、鹿島第２水源地を水源とし、水源地内施設において塩素滅菌を行い、横手配水池を

介して給水しています。 

 

浄水場名 大野台浄水場 （西山配水池系） （粟津配水池系） （横手配水池系） 

所在地 相馬市 相馬市 相馬市 南相馬市（鹿島区） 

施設能力 

（㎥／日） 
21,600 ㎥／日 2,600 ㎥／日 3,300 ㎥／日 2,600 ㎥／日 

平均配水量 

（㎥／日） 
13,793 ㎥／日 1,733 ㎥／日 2,079 ㎥／日 1,817 ㎥／日 

浄水処理方法 
急速ろ過 

塩素滅菌 
塩素滅菌 塩素滅菌 

塩素滅菌 

アルカリ処理 

使用薬剤 
ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

 

※（平均配水量は平成２９年２月末現在でのデータ） 



３ 原水及び水道水の状況 

 

大野台浄水場は真野ダム（表流水）が主水源となっています。ダム上流には、民家、牧

場及び養豚場があり、それらの排水等が流入することによる水の汚染、更に水の富栄養化

やそれに伴うプランクトンの発生、また、原子力発電所事故に伴う放射性物質が吸着した

土砂の流入などが懸念されます。当企業団では真野ダムを水源とする大野台原水について、

クリプトスポリジウム及びジアルジア等の検査、水の富栄養化に対しては総窒素、総リ

ン等の検査及び放射性物質に対してはモニタリング検査を実施し、水源監視や浄水処理等

に役立てていきます。 

西山配水池系や粟津配水池系は相馬第１、第５水源地（地下水）が水源となっています。

これらの地下水の水質は良好ですが、過去に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度が比較的

に高く検出されたことがあったため、水質を継続的に監視し、安全な水道水を供給出来る

よう努めていきます。 

横手配水池系は鹿島第２水源地（地下水）が水源となっています。こちらも地下水で水

質は良好ですが、地質による遊離炭酸が比較的高めに検出されているため、アルカリ処

理（シェルビーズ）を行うことにより、安全で安心して飲めるようなおいしい水を供給す

るよう心がけていきます。 

また、福島第一原発事故に伴う放射性物質による水質への影響が懸念されることから、

今後とも引き続き、安全な水道水を提供するよう細心の注意を心掛けていきます。 

 

浄水場名 大野台浄水場 （西山配水池系） （粟津配水池系） （横手配水池系） 

水源の種類 表流水 

（真野ダム） 

地下水 

（相馬第1・５水源地） 

地下水 

（相馬第１・５水源地） 

地下水 

（鹿島第２水源地） 

原水の水質

に影響を及

ぼす恐れが

ある 要因 

・降雨による濁度

の上昇 

・生活排水等の流

入 

・藻類プランクト

ン発生による障

害 

・地質による硝酸

態窒素の増加 

・地質による硝酸

態窒素の増加 

・地質に起因する

遊離炭酸の増加 

 

水質管理上

注目すべき

項目 

 

・濁度 

・色度 

・ｐH 値 

・臭気 

・生物 

・総窒素 

・ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 

・総リン 

・放射性セシウム 

・ｐH 値 

・硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素 

 

・ｐH 値 

・硝酸態窒素及び亜

硝酸態窒素 

・ｐH 値 

・遊離炭酸 

 



４ 検査地点 

 

水質検査を行う地点については、給水区域全体の水質を把握できるよう考慮し、下記の

とおり選定しました。原水については各水源地から取水される水について（大野台浄水場

については着水井）検査を行います。浄水（配水池）については、地区毎に給水するため

の起点となる各配水池の水を、浄水（給水栓）については、各配水池系統の末端の給水に

ついて検査を行います。また、毎日検査についても、各配水系統の末端部の水道利用者

へ委託を行い，各家庭の給水栓において検査を行います。ただし、東日本大震災の影響に

よる給水区域の変更や拡大に柔軟に対処していきます。 

※別紙【検査地点概略図】に記載しています。 

 

（１）原水 （４箇所） 

・相馬第１水源地 

・相馬第５水源地 

・鹿島第２水源地 

・大野台浄水場（着水井） 

 

（２）浄水 （配水池７箇所、給水栓１０箇所） 

○配水池 

・大野台配水池 

・柚木配水池 

・山下配水池 

・鴻ノ巣配水池 

・西山配水池 

・粟津配水池 

・横手配水池 

○給水栓 

・大野台給水１（相馬市岩ノ子） 

・大野台給水２（相馬市光陽） 

・小野給水  （相馬市山上字上ノ台） 

・柚木給水  （相馬市蒲庭字軽井沢） 

・鴻ノ巣給水 （新地町埒木崎字木崎） 

・山下給水  （南相馬市鹿島区小池字原畑） 

・橲原給水  （南相馬市鹿島区橲原字竹花） 

・西山給水  （相馬市中村字砂子田） 

・粟津給水  （相馬市磯部字手の沢） 

・横手給水  （南相馬市鹿島区北海老） 

 



（３）毎日検査（１３箇所） 

《検査委託者の給水栓（各配水系統毎）》 

・大野台配水池系 

・鴻ノ巣配水池系 

・狼沢配水池系 

・一ッ滝配水池系 

・西山配水池系 

・粟津配水池系 

・小野配水池系 

・柚木配水池系 

・横手配水池系 

・山下配水池系 

・山下配水池系（橲原地区） 

・山下配水池系（上栃窪地区） 

・真野配水池系 

 

（４）放射性物質モニタリング検査 

○原水（月１回） 

・真野ダム原水 

○浄水（毎週３回（月、水、金曜日）） 

・大野台配水 

・西山給水 

・横手給水 

 大野台配水については、プルトニウム（238、239+240）及び放射性ストロンチウム（89、

90）の検査を年１回実施します。 



５ 平成２８年度水質試験結果について 

 

（１）原水について 

原水について、下記の項目が検出されました。（基準値の 1/10 以上） 

・アルミニウム及びその化合物 

・鉄及びその化合物 

・マンガン及びその化合物 

・カルシウム、マグネシウム等 

・蒸発残留物 

・大腸菌、一般細菌及び嫌気性芽胞菌 

ただし、適正な浄水処理により上記物質は除去されております。また、大野台原

水については大腸菌及び嫌気性芽胞菌（クリプトスポリジウム、ジアルジアの指標

菌）が検出されましたが、クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査（８月、 

１１月）を行い、不検出でした。 

他の項目及び他の水源について特異なものは検出されませんでした。 

  

（２）浄水について 

浄水について、下記の項目が検出されました。（基準値の 1/10 以上） 

・塩素酸           ・クロロホルム  

・ジクロロ酢酸        ・総トリハロメタン  

・ブロモジクロロメタン    ・トリクロロ酢酸               

・アルミニウム及びその化合物 ・蒸発残留物  

・カルシウム、マグネシウム等           

塩素酸からトリクロロ酢酸までは消毒（次亜塩素酸ナトリウム）に伴う副生成物、

アルミニウム及びその化合物については大野台浄水場における浄水処理に使用す

る凝集剤（ポリ塩化アルミニウム）によるものです。ただし、検出された項目は全

て基準値以内です。また、企業団としても、更に低減できるよう適正な浄水処理

に努力めます。 

 

（３）モニタリング検査について 

真野ダム（大野台配水）、相馬第１・５水源地（西山給水）、鹿島第２水源地（横手

給水）の浄水について、週３回（月、水、金曜日）に、セシウム１３４及び１３７

について検査を実施しましたが、いずれも検出下限値未満（検出下限１Bｑ／L）で

した。 

また、プルトニウム（238、239+240）及び放射性ストロンチウム（89、90）の測定

を行いましたが、いずれも原発事故以前の全国データの範囲内であり、１０Bq/L を

大きく下回っていました。 



６ 水質検査計画の見直しについて 

（１）検査回数の減を行う項目 

・平成２６～２８年度の水質検査の最大値が基準の１０分の１未満であり、水源地

の汚染の恐れがないため、年１回検査を行う項目 

・カドミウム及びその化合物   ・水銀及びその化合物 

・セレン及びその化合物     ・鉛及びその化合物 

・ヒ素及びその化合物      ・六価クロム及びその化合物 

・フッ素及びその化合物     ・ホウ素及びその化合物 

・四塩化炭素          ・１，４－ジオキサン 

・シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン 

・ジクロロメタン        ・テトラクロロエチレン 

・トリクロロエチレン      ・ベンゼン 

・亜鉛及びその化合物      ・アルミニウム及びその化合物 

・鉄及びその化合物       ・銅及びその化合物 

・ナトリウム及びその化合物   ・マンガン及びその化合 

・陰イオン界面活性剤      ・フェノール類 

※ ただし、大野台浄水場系については凝集剤として PAC（ポリ塩化アルミニウム）

を使用していますので、アルミニウム及びその化合物の検査は今までどおり年４

回検査を行います。 

 

・ また、全ての項目について水質変化などによって検査回数の見直しが必要な場合

は随時見直していきます。 

 

７ 水質検査項目及び検査頻度 

 

（１）浄水（給水栓）について 

○毎日検査 

・各配水系統の末端に近い水道利用者（１３名）に委託を行い、色、濁り及び

残留塩素について検査を行っています。 

○毎月検査 

・一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（TOC）、ｐH 値、味、臭気、色

度及び濁度の水質の指標となる９項目について検査を行います。 

○全項目検査（年４回検査） 

・３ヶ月に１回、全項目検査（２－メチルイソボルネオール、ジェオスミン、

及び過去３年間のデータを基に検査回数を減らした項目を除いたもの）を行

います。そのうち１回（１１月）は、５１項目検査（全ての項目）を行いま

す。 

・平成２６年～２８年までの３年間のデータを基に、その最大値が１０分の１ 



未満の項目については、水質検査実施計画のとおり検査回数を減らします。 

○水質管理目標設定項目検査（年１回検査） 

・大野台給水１、西山給水、粟津給水、横手給水については、水質監視の観点

より農薬類、二酸化塩素を除く２０項目（大野台給水についてはウラン及びそ

の化合物、メチル－ｔ－ブチルエーテルを除き農薬を追加した１９項目）の検

査を１回行います。 

 

（２）配水池について 

○毎月検査 

・一般細菌、大腸菌、塩素イオン、有機物（TOC）、ｐH 値、味、臭気、色度

及び濁度の水質の指標となる９項目について検査を行います。 

○全項目検査（年４回） 

・３ヶ月に１回、全項目検査（２－メチルイソボルネオール、ジェオスミン、

及び過去３年間のデータを基に検査回数を減らした項目を除いたもの）を行

います。そのうち１回（１１月）は、５１項目検査（全ての項目）を行いま

す。 

・平成２６年～２８年までの３年間のデータを基に、その最大値が１０分の１

未満の項目については、水質検査実施計画のとおり検査回数を減らします。 

 

（３）原水（水源地）について 

○毎月検査 

・一般細菌、大腸菌、有機物（TOC）、ｐH 値、臭気、色度及び濁度、アルカ

リ度の水質の指標となる８項目について検査を行います。 

・また、水源の監視のため、クリプトスポリジウムの指標菌とされている、嫌

気性芽胞菌についても検査を行います。 

○ 全項目検査（年１回検査） 

・消毒副生成物（塩素酸、クロロ酢酸等、１１項目）、味を除いた３９項目に

ついて検査を行います。（１１月） 

○ 水質管理目標設定項目検査 

・大野台浄水場（着水井）及び相馬第１水源地原水について、水源監視の観点か

ら、水質管理目標設定項目２４項目・農薬類については全１２０項目について

の検査を２回（５月・１１月）（相馬第１水源地は１回）行います。 

○細菌検査 

・過去に指標菌（嫌気性芽胞菌及び大腸菌）が検出された大野台原水について、

クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査を２回（８・１１月）行います。 

・また、相馬第１水源地、相馬第５水源地、鹿島第２水源地も同様に１回（１１

月）クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査を行います。 

 

 



（４）原子力発電所事故に伴う検査について 

○毎週３回（月、水、金曜日）検査 

・大野台配水、西山給水及び横手給水について、セシウム１３４及び１３７の検

査を実施します。 

○月１回検査 

・真野ダム原水について、セシウム１３４及び１３７の検査を実施します。 

○年１回検査 

    ・大野台浄水についてプルトニウム（238、239+240）及び放射性ストロンチウ     

ム（89、90）の測定を実施します。 

（５）その他検査について 

○年２回検査（その１） 

・福島県水道水質管理計画に基づき大野台原水について下記のとおり検査を実施

します。 

・アンモニア性窒素      ・生物化学的酸素要求量（BOD） 

・化学的酸素要求量（COD）  ・浮遊物質（SS） 

・総窒素（T－N）       ・総リン（T－P） 

 

 

 



８ 検査の方法 

 

水質検査については、基本的に水道法第２０条第３項の厚生労働大臣登録機関に委託し、

原水の毎月検査及び原子力発電所事故に伴う検査については自己検査にて実施し、飲料水

としての安全性の確保に努めます。 

 

《委託検査項目》 

（浄水・原水（全項目検査）） 

【水質基準項目】 

 【水質管理目標設定項目】 

 

９ 臨時の水質検査 

 

水源等で水質に次のような異常が発生し、その異変に対応した浄水処理を行うことがで

きず、また、給水栓での検査において水質基準値を超える恐れがあると判断した場合は、

直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄水場等から採水し、臨時の水質検査を行

います。 

1 原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。 

2 魚が死んで多数の浮上があるとき。 

3 臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があるとき。 

4 その他必要があると認めた場合。 

 上記の項目の他に緊急を要する場合及び自前での検査が困難な検査項目については、委

託業者と早急に協議し、検査を行います。 

なお、臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し給

水栓の安全が確保されるまで行います。 

 

 

 



１０ 水質検査結果の公表 

 

当水道企業団では、水質検査計画に基づいた検査を実施し、その結果はホームページで

速やかに公表していきます。また、水質検査計画については、毎年見直しを計っていき

ます。 

【水質検査計画策定の概念図】 

 

１１ 水質検査の精度と信頼性の保証について 

 

常に水質検査の測定値の精度を保つため、検査の委託機関等と連携をとり信頼性の確保

に努めてまいります。 

 

 

１２ 関係者との連携 

 

水源等で水質汚染事故が発生した場合には、県及び、市町村の関係機関と情報交換を図

りながら現地調査を行い、必要に応じて水質検査を実施し、適正な浄水処理を行いま

す。 
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お客様の意見

 
  水質検査計画に対してご意見を募集しています。 

  こちらまでご連絡ください。 

  問い合わせ 相馬地方広域水道企業団 

          施設課浄水係 

      TEL （０２４４）３５－６７１１ 

      FAX （０２４４）３６－２４０９ 

      E．Mail suidousi@bb.soma.or.jp 


